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： 令和 3 年度 令和 12 年度

※複数の施設を有する事業にあっては、施設ごとの状況が分かるよう記載すること。

１．事業概要

（１）

人

別添１０－１

非適用

観光施設

0

事 業 開 始 年 度

施 設 名

 ア　民間委託

 イ　指定管理者制度

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

なし

平成30年度より4年間
利用料金制度

なし

～

国民宿舎慶野松原荘

南あわじ市観光施設事業経営戦略

策 定 日

事 業 の 内 容 休養宿泊施設運営事業

事 業 名

団 体 名

職 員 数

事　業　形　態

計 画 期 間

南あわじ市

国民宿舎事業

民 間 活 用 の 状 況

2019/4/1
法適（全部適用・一部適
用 ）
非 適 の 区 分

事 業 の 種 類



（２） 料　金　形　態

（３） 現在の経営状況

　R1

　R1

　R1

２．将来の事業環境

（１） 宿泊客数（観光客数）の見通し

13,016人

62%

102%

　H30

　H30

　H30

　本施設近隣には海水浴場があり、夏は多くの観光客が訪れるため宿泊者数も増加する。一方で、シーズンオフになると観光客
数・宿泊者数ともに減少し収益が伸びないのが例年である。また令和２年度には新型コロナウイルス感染症の影響により休館を
余儀なくされただけでなく、修学旅行等の団体客の利用も大幅に減少している。しかし、修学旅行等実施する団体も出てきている
ことから、今後も感染予防を徹底し、修学旅行・合宿等による利用を積極的に誘致することで利用者数の回復を目指す。また、海
水浴場の利用が再開されることで、夏季の観光客増も見込むことができると考える。

　本施設は、平成30年度より指定管理者制度を採用しており、指定管理者からの使用料が主な収入となっている。年間利用状況
については、毎年22,000人程度を推移しており、平成29年度の利用状況が極端に少ない理由としては、施設の大規模改修のため
に平成29年11月～平成30年3月まで休館していたことが要因である。
 　現在は指定管理者からの使用料等により運営ができており、一般会計からの繰入れはしておらず、経費回収率も上昇傾向にあ
る。令和２年度については、新型コロナウイルス感染症の影響による営業自粛等があったため、利用者数等は大幅に減少する見
込みではあるが、今後も指定管理者とともに、施設利用者の増加を図るための施策を実施し、引き続き一般会計からの繰入金に
頼らない運営を目指す。

99%

135%

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

平成30年4月1日

21,694人

料 金 の 概 要 ・ 考 え 方

有形固定資産減価償却率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

　H29

年 間 利 用 状 況
※ 単 位 を 明 記 す る こ と
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

　H29

経 常 収 支 比 率
（ 又 は 収 益 的 収 支 比 率 ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

経 費 回 収 率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

料金は、南あわじ市国民宿舎条例の規定に基づき、条例の定める金額の範囲内で指定管理者
が定めている。
・宿泊料　大人　5,400円～8,100円
　　　　　　小人　4,320円～7,020円
　　　　　　幼児　2,916円～5,400円
・入浴料（日帰り利用）幼児以上　500円

　H29

企業債残高対料金収入比
率

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

22,848人

106%

123%

他 会 計 補 助 金 比 率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載



（２）

（３）

（４）

３．経営の基本方針

　昭和44年に新築し、平成元年には増改築を行っているが、施設は建築から約51年が経過する。平成29年に指定管理導入にあた
り、大規模改修を実施したが、施設・設備の経年劣化、老朽化により修繕する箇所が発生し、その都度修繕等を行っているのが現
状である。
今後も修繕の増加が見込まれることから、効率よく施設の改修等を計画的に実施していく。

　指定管理者制度を導入しているため、特筆すべき事項はない。

　国民に健全で公共の福祉に資するため、福祉と健康の増進に寄与し、南あわじ市の活性化と観光の振興を図ることを目的として
設置された理念に基づき、管理運営に努める。

組織の見通し

施設の見通し

当施設については、指定管理者からの施設使用料が収入となっているため、特筆すべき事項はない。

料金収入の見通し
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料金収入の見通し単位：千円



４．投資・財政計画（収支計画）

（１） 投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

（２） 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

　　　令和3年度（予定）
　　　　　空調設備機器更新工事事業　　790万円

　指定管理者制度を採用しているため、指定管理者納入金が主な収入である。施設にかかる経費は、指定管理者施設使用料を
充てている。一般会計からの繰入金は充てていないため今後も経費をできるだけ抑えつつ、サービス向上における利用者増加の
ための施策を指定管理者とともに検討していく。

　当面の間、指定管理者制度の継続により、民間のノウハウを活用して、収益の確保と支出の抑制に努め、経常利益の向上に努
める。

目 標

　平成元年に施設の増改築工事をして30年余りが経過し、建物及び付帯施設の修繕が恒常的に必
要となっている。これまで、施設の休館を伴う大規模改修等を行ってきたが、改修を行っていない箇
所の老朽化が進んでいるため、その都度修繕が必要であるため計画的な改修を行っていきたい。

目 標

　指定管理者制度を継続し、更なる経営努力により、収益の確保と支出の抑制に努め、経常利益の
向上に努める。



①　今後の投資についての考え方・検討状況

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

委 託 料 なし

管 理 運 営 費 なし

職 員 給 与 費 なし

そ の 他 の 取 組 なし

民 間 活 用 当面は指定管理者制度を継続しながら、状況に応じて制度自体の見直しも図っていきたい。

繰 入 金 なし

資 産 の 有 効 活 用 等 に よ る
収 入 増 加 の 取 組 なし

そ の 他 の 取 組 なし

投 資 の 適 正 化 H30年度より空調設備等の大規模改修を行ってきた。今後の状況を見ながら検討していきたい。

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

企 業 債 なし

※投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。
　また、 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取組
の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

そ の 他 の 取 組

料 金 使用料の見直しを検討する。

稼 働 率 ・ 利 用 者 数 安心安全な施設を目指し、利用促進を行う。



５．公営企業として実施する必要性など

６．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経営戦略の事後検証、
改 定 等 に 関 す る 事 項

　本経営戦略は10年間の計画としており、投資・財政計画については毎年見直しを行い、今後の
状況に応じた改革を含め、改修も想定しながら必要に応じて検証していく。
現指定管理は、令和4年3月31日で期間満了となる。当面の間は指定管理を継続していき、状況
に応じた制度の見直しも実施しながら、今後の施設の在り方も考えていく必要がある。

事業の意義、提供する
サービス自体の必要性

淡路島における数少ない公共の宿であり、かつ観光地である慶野松原でも安価で利用できるた
め、修学旅行など団体でも利用できる唯一の施設である。したがって、非常に必要性の高いサー
ビスと言える。

公営企業として実施す
る 必 要 性

特に必要性はないものと考える。



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

1 (A) 84,827 66,804 24,373 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

（１） (B) 31,526 66,804 24,373 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

ア 21,780 29,338 16,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

イ (C)

ウ 9,746 37,466 8,373

（２） 53,301

ア

イ 53,301

２ (D) 25,560 49,145 7,207 10,155 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

（１） 25,560 49,145 7,207 10,155 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

ア

イ 25,560 49,145 7,207 10,155 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

（２）

ア

イ

３ (E) 59,267 17,659 17,166 14,845 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

1 (F)

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

２ (G)

（１）

（２） (H)

（３）

（４）

（５）

３ (I)

令和12年度

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

本年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

令和8年度 令和9年度 令和11年度

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

う ち 資 本 費 平 準 化 債 分

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

収 支 差 引 (F)-(G)

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

うち資本費平準化債償還金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

令和10年度



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

令和12年度本年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和11年度令和10年度

(J) 59,267 17,659 17,166 14,845 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

(K) 42,497 12,106 15,021 14,845 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

(L)

(M)

(N) 16,770 5,553 2,145 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

(O)

(P)

(Q)

(Q)

(B)-(C)

(A)

(D)+(H)

(S) 31,526 66,804 24,373 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

（T)

(U)

(V)

(W)

(X)

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金

収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ）

赤 字 比 率 （ ×100 ）

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(R)

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

本年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額

健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定し
た

資 金 不 足 比 率
(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源


